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あああああああ※自治会への加入のお願い※あああああ あ  
高原町には、自治会組織として「区・班」があります。自治会は、町

民の交流・親睦を促進するさまざまな活動を行うとともに、まちづくり

において重要な役割を果たしています。 

 高原町では、町民の皆さん同士が協力しながら、安心して地域生活を

送ることができるよう、自治会への加入をお願いしております。 

 

あああああああ ※自治会に加入するには※あああああああ 
自治会に加入するには、「班加入連絡表」に必要事項を記入し、あなた

が居住する自治会の「班長」に提出ください。 

 あなたが居住する地区の区長・班長がわからないとき、または自治会に

関して御不明な点等がある場合は、総務課行政係までお問い合わせくださ

い。 

 

ああああああ        あお問合せ先       あああああああ 

 高原町 総務課 行政係  

〒889－4492 宮崎県西諸県郡高原町大字西麓８９９番地 

電 話 0984－42－2112 

ＦＡｘ 0984－42－4623 

Ｅメール soumu@town.takaharu.lg.jp 
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令和５年度定期巡回相談について 

 宮崎県南部福祉こどもセンターでは、障がいや知能、発達に関して巡回相談を

実施しています。実施方法等については下記のとおりとなります。 

 

１ 対象となる相談の内容 

 言葉や発達に遅れがある 

 療育手帳の該非相談及び再判定 など 

２ 対象者 

 宮崎県南部福祉こどもセンターに来所が困難な方（交通手段がない、疾病等に

より移動困難など） 

３ 実施日 

 令和５年 ６月２１日（水） 

      ８月１６日（水） 

     １０月１８日（水） 

 令和６年 １月１７日（水） 

４ 会場 

 小林市家庭児童相談室（高原会場はありません） 

 小林市真方８９番地１ 

５ その他 

 相談については予約制となっております。実施日の３週間前までにご連絡く

ださい。 

 相談件数によっては実施中止や相談に入れない場合があります。 

６ 問い合わせ 

高原町福祉課  ☎0984-42-2111（代表） 

小林市家庭児童相談室 ☎0984-23-4319 

宮崎県南部福祉こどもセンター ☎0986-22-4294 

問 福祉課  ☎0984-42-2111（代表） 

 

水道メーター器の交換及びメーター器周りの管理について 
 水道メーター器は、計量法の規定により一定期間（８年間）使用しますと交換

しなければならないことになっているため、期限を迎える水道メーター器の交換

を下記の期間に実施しますので、御協力くださいますようお願いいたします。 

 なお、水道メーター器の交換工事につきましては、高原町が指定する水道工事

事業者が行います。 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

※町ホームページからもダウンロードできます。https://www.town.takaharu.lg.jp 

役場からのお知らせ №118 
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 また、水道メーター器の検針を毎月実施していることから、これからの時期に

必要となる水道メーター器周りの草刈りやメーターボックス内の保温材（タオ

ル、ビニール等）を取り除く等の適正な管理を併せてお願いいたします。 

１ 交換期間 令和５年４月 10日（月）から令和５年７月 31日（月）まで 

２ 交換メーター器 耐用年月が令和５年までのメーター器及び令和６年までの一部

のメーター器が対象です。 

３ 対象世帯 高原町全体で８３２個取り換える予定で、全ての世帯には該当し

ません。 

４ 交換費用 水道メーター器交換に係る費用は無料です。 

問 建設水道課 担当：藤本 淳志（ふじもと あつし）☎0984-42-4960   

 

令和５年４月から役場の組織が変わりました！ 

● 令和５年４月１日から町民の皆様の利便性の向上や行政課題に的確に対応

するため、組織の見直しを行いましたので、ご紹介いたします。 

 

★主な変更の内容 

  

 ・総合政策課・・・・産業創生課に移住定住や地域活性化事業を移管したことにより、

地域政策係の名称をデジタル推進・広報係へ名称変更します。 

 

 ・税務会計課・・・・税務課と会計課を統合し、税務会計課とします。また、賦課係と

固定資産係を統合し課税係とします。会計係を会計室へ名称変更し

ます。 

  

 ・町 民 課・・・・福祉係をほほえみ館に移転し町民福祉課から町民課へ名称変更

します。また、環境保全係を環境係へ名称変更します。 

 

 ・福 祉 課・・・・ほほえみ館内に福祉課を新設します。社会福祉や障害福祉等を

行う福祉係と介護保険や高齢者福祉等を行う高齢者あんしん係を

設置します。 

 

 ・健 康 課・・・・ほほえみ館内に健康課を新設します。母子保健を除く健康保持

推進や保健指導等を行う健康推進係と母子保健や児童福祉等を行

う子育て支援係を設置します。 

 

 ・産業創生課・・・・これまで総合政策課地域政策係で受け持っていた移住定住や地

域活性化事業を移管し、たかはる PR 係を新設します。また、産業観

光係を商工観光係へ名称変更します。 

 

（次ページへつづく） 
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役場組織機構の改正一覧表 

 

 
問 総務課 担当：高野瀬 博文（こうのせ ひろふみ）☎0984-42-2112   

 

（令和４年度まで） （令和５年度から）

課 名 係 名 課 名 係 名

企画政策係 行政係

地域政策係 財政係

行政係 危機管理係

財政係 行政改革推進室

危機管理係 　選挙管理委員会 （総務課併任）

行政改革推進室

　選挙管理委員会 （総務課併任）

企画政策係

デジタル推進・広報係

賦課係 課税係

固定資産係 徴収係

徴収係 会計室

福祉係 住民係

住民係 環境係　

環境保全係 保険係

保険係 福祉係

健康づくり推進係 高齢者あんしん係

介護保険係 健康推進係

高齢者あんしん係 子育て支援係

⑥産業創生課 産業観光係 たかはるPR係

農政企画係 商工観光係

林務係 農政企画係

⑧農業委員会事務局 事務局 林務係

農産園芸係 ⑨農業委員会事務局 事務局

畜産係 農産園芸係

農村整備係 畜産係

管理係 農村整備係

建設係 管理係

水道係 建設係

⑪会計課 会計係 水道係

⑫議会事務局 事務局 ⑫議会事務局 事務局

　　　監査委員 （議会事務局併任） 　　　監査委員 （議会事務局併任）

　　　公平委員会 （議会事務局併任） 　　　公平委員会 （議会事務局併任）

学校教育係 学校教育係

社会教育係 社会教育係

文化財係 文化財係

医療科 医療科

薬局 薬局

事務室 事務室

給食室 給食室

⑬教育総務課⑬教育総務課

⑭高原病院⑭高原病院

⑨農畜産振興課

⑩農畜産振興課

⑩建設水道課

⑪建設水道課

⑦産業創生課

⑦農政林務課

⑧農政林務課

④町民福祉課

⑤福祉課
（ほほえみ館内）

④町民課

⑤ほほえみ館 ⑥健康課
（ほほえみ館内）

②総合政策課
　固定資産評価審査
委員会

（総務課併任）

③税務会計課③税務課

①総合政策課

②総務課

　固定資産評価審査
委員会

（総務課併任）

①総務課
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「ななつ星ｉｎ九州」運行について 

 豪華寝台列車クルーズトレイン「ななつ星ｉｎ九州」が３月から吉都線内を運

行しています。４月以降の運行日は下記のとおりです。 

 高原駅には 13時 40分頃到着、８分程度停車します。 

 駅以外でも沿線で見かけた際は、お見送りしましょう。 

●運行日 ４月 13・20・27日 ５月 11・18・25日 ６月８・15・22日 

     ７月 20・27日 ８月 10・24日 

     （３月時点の運行予定） 

●到着予定時刻 高原駅 13時 40分頃 

問 総合政策課 担当：瀬戸口 洋介（せどぐち ようすけ）☎0984-42-2115 

 

「緑の募金」への御協力について 
 町内のボランティア団体等が実施している緑化活動・花の植栽等に対して、助

成を行っている「緑の募金」について、本年度も町民皆様の御協力をお願いしま

す。５月末までを目途に納入ください。 

 １戸あたり、２００円を目安にお願いいたします。 

 不明な点がありましたら、御連絡ください。 

問 農政林務課 担当：吉元 翔平（よしもと しょうへい）☎0984-42-5134 
 

緑の募金緑化推進事業の募集について 
●募集内容       緑化推進等を行う地域・ボランティア団体等への助成 

●助成金額       上限３０，０００円 

（ただし、初回申請に限り４万円以内） 

●助成対象となる経費  地域・ボランティア団体等が実施する緑化活動に要す

る経費 

●その他        ①令和５年５月３１日（水）を期限としますので、下

記まで御連絡ください。 

            ②個人および会社企業等は助成対象となりませんの 

             で、御了承ください。 

問 農政林務課 担当：吉元 翔平（よしもと しょうへい）☎0984-42-5134 
 

高原町メールサービスの登録の御案内 
防災、防犯、暮らしに役立つ情報等を配信しています。 

下記のＱＲコードを読み取ることで、登録をお願いいたします。 

(スマートフォンの方)                  (ＱＲコード) 

 https://plus.sugumail.com/usr/takaharu/ 

 （フィーチャーフォン（ガラケー）の方） 

 https://m.sugumail.com/m/takaharu/ 

【サービスに関するお問い合わせ】           

高原町役場総務課 危機管理係 ☎０９８４－42－２１１２ 

https://m.sugumail.com/m/takaharu/
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